
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号）

第
十
五
条
第一
項
及
び
第
三
十
四
条

第一
項
の
規
定
に
基
づ
き、

す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
及
び
建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
再
生
資
源
の
利
用
に
関

す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る。

建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
指
定
副
産
物
に
係
る
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と

な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
及
び
建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
再
生
資
源
の
利
用
に
関
す
る
判
断
の

基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
指
定
副
産
物
に
係
る
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な

る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正）

建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
指
定
副
産
物
に
係
る
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準

と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
年
建
設
省
令
第
二
十
号）

次
の
表
に
よ
り、

第一
条 令

和
五
年
三
月
三
日

]
。
国
土
交
通
省
令
第
六
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る。

斉
藤

鉄
夫

建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
指
定
副
産
物
に
係
る
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め、

国
土
交
通
大
臣

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
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す
る
も
の

を

掲
げ
て
い

な
い

も
の

は
、

二

重
傍
線
を
付
し
た

規
定

こ

れ
を
加
え
る
。

定
を

改
正

後
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て

移
動
し
、

（
以
下
こ
の

条
に
お
い

て

改
正

後
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
で

改
正

前
欄
に
こ

れ
に
対
応

「
対
象
規
定
」

と
い

う
。
）

は
、

改
正

前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規

- 2 -



周
吋
紺

元
請
建
設
工
事
事
業
者
等
は、

建
設
発
生
土
を
第
八
条
第一

項
の
規
定
に

よ
り
作
成
し
た
再
生
資
源
利
用
促
進
計
画
に
記
載
し
た
搬
出
先
へ
搬
出
し
た
と
き

は、

速
や
か
に、

当
該
搬
出
先
の
管
理
者
（
当
該
搬
出
先
が
工
事
現
場
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は、

当
該
工
事
現
場
に
係
る
元
請
建
設
工
事
事
業
者
等。

以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ。
）

に
対
し、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
受
領
書
（
当
該

事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚

に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て、

電

子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う。

第
三
項
及
び
第
八

条
第
八
項
に
お
い
て
同
じ。
）

を
含
む。

次
項
に
お
い
て
同
じ。
）

の
交
付
を
求

め
る
も
の
と
す
る。

一

建
設
発
生
土
の
搬
出
先
の
名
称
（
搬
出
先
が
工
事
現
場
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は、

建
設
工
事
の
名
称。

第
八
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ。
）

及
び

所
在
地

―
―

建
設
発
生
土
の
搬
出
先
の
管
理
者
の
商
号、

名
称
又
は
氏
名

―――

建
設
発
生
土
の
搬
出
元
の
名
称
（
搬
出
元
が
工
事
現
場
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は、

建
設
工
事
の
名
称）

及
び
所
在
地

四

建
設
発
生
土
の
搬
出
量

五

建
設
発
生
土
の
搬
出
先
へ
の
搬
出
が
完
了
し
た
日

2

元
請
建
設
工
事
事
業
者
等
は、

前
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
求
め
を
行
っ
た
場

合
に
お
い
て、

搬
出
先
か
ら
受
領
書
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は、

当
該
受
領
書
に

記
載
さ
れ
た
同
項
第一

号
に
掲
げ
る
事
項
が
再
生
資
淵
利
用
促
進
計
画
に
記
載
し

た
内
容
と
一

致
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に、

当
該
受
領
書
又
は
そ
の
写
し

を
当
該
再
生
資
源
利
用
促
進
計
画
に
係
る
建
設
工
事
の
完
成
日
か
ら
五
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
保
存
す
る
も
の
と
す
る。

3

元
請
建
設
工
事
事
業
者
等
は、

建
設
発
生
土
が
再
生
資
源
利
用
促
進
計
画
に
記

載
し
た
搬
出
先
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
搬
出
先
を
除
く。
）

か
ら

他
の
搬
出
先
へ
搬
出
さ
れ
た
と
き
は、

速
や
か
に、

当
該
他
の
搬
出
先
へ
の
搬
出

改

正

後

（
新
設）

改

正

前

- 3 -



（
再
生
資
源
利
用
促
進
計
画
の
作
成
等）

（
再
生
資
淵
利
用
促
進
計
画
の
作
成
等）

周

儡

元
請
建
設
工
事
事
業
者
等
は、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
指
定
周
目
叫｛

元
請
建
設
工
事
事
業
者
等
は、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
指
定

副
産
物
を
工
事
現
場
か
ら
搬
出
す
る
建
設
工
事
を
施
工
す
る
場
合
に
お
い
て、
あ

副
産
物
を
工
事
現
場
か
ら
搬
出
す
る
建
設
工
事
を
施
工
す
る
場
合
に
お
い
て、
あ

ら
か
じ
め
再
生
資
淵
利
用
促
進
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と

�o

ら
か
じ
め
再
生
資
源
利
用
促
進
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
し、
発
注
者
か
ら
直
接

建
設
工
事
を
請
け
負
っ
た
建
設
工
事
事
業
者
は、
当
該
再
生
資
源
利
用
促
進
計
画

の
作
成
後
速
や
か
に、
発
注
者
に
当
該
再
生
資
源
利
用
促
進
計
画
を
提
出
す
る
と

と
も
に
そ
の
内
容
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る。

―
·―一

（
略）

一
．―-

（
略）

2

再
生
資
源
利
用
促
進
計
画
に
は、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
2

再
生
資
淵
利
用
促
進
計
画
に
は、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る

一

（
略）

――

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
工
事
現
場
に
置
く
責
任
者
の
氏
名

―――

指
定
副
産
物
の
種
類
ご
と
の
工
事
現
場
内
に
お
け
る
利
用
量
及
び
再
資
源
化

施
設、
他
の
工
事
現
場
そ
の
他
の
指
定
副
産
物
の
搬
出
先
へ
の
搬
出
量

第
七
条

（
略）

に
関
す
る
第一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
そ
の
作
成
に
代
え
て

電
磁
的
記
録
を
作
成
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む。
以
下
同
じ

。
）
を
作
成
す
る
と
と
も
に、
当
該
書
面
を
当
該
再
生
資
瀕
利
用
促
進
計
画
に
係

る
建
設
工
事
の
完
成
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
す
る
も
の
と
す
る。

建
設
発
生
土
が
更
に
他
の
搬
出
先
へ
搬
出
さ
れ
た
と
き
も、
同
様
と
す
る。

一

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
場
所
そ
の
他
の
公
共
性
の
あ
る
場
所
で

あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の

――

建
設
発
生
土
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
他
の
工
事
現
場
又
は
当
該
他
の
工
事
現

場
で
利
用
す
る
た
め
に
建
設
発
生
土
を一
時
的
に
堆
積
す
る
当
該
他
の
工
事
現

場
に
近
接
し
た
場
所

―――

建
設
発
生
土
の一
時
置
場
（
建
設
発
生
土
を
再
資
源
化
施
設、
他
の
工
事
現

場
そ
の
他
の
建
設
発
生
土
の
搬
出
先
に
搬
出
す
る
ま
で
の
間一
時
的
に
保
管
す

る
た
め
の
場
所
を
い
う。
）
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の

一

（
略）

二

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
工
事
現
場
に
置
く
責
任
者
の
氏
名

三

指
定
副
産
物
の
種
類
ご
と
の
工
事
現
場
内
に
お
け
る
利
用
星
及
び
再
資
源
化

施
設
又
は
他
の
工
事
現
場
等
へ
の
搬
出
量

第
六
条

（
略）
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五
S
七

（
略）

311

元
請
建
設
工
事
事
業
者
等
は、

第一

項
第一

号
に
該
当
す
る
指
定
副
産
物
を
工

事
現
場
か
ら
搬
出
す
る
建
設
工
事
を
施
工
す
る
場
合
に
お
い
て
は、

あ
ら
か
じ
め

次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
上
で
再
生
資
瀕
利
用
促
進
計
画
を
作
成
す
る
も
の

と
す
る。

一

工
事
現
場
内
の
土
地
の
掘
削
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
の
変
更
が
土
壌
汚
染
対

策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号）

第
三
条
第
七
項
又
は
第
四
条
第一

項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は、

当
該
届
出
が
さ
れ
て
い
る

こ
と

―
―

再
生
資
源
利
用
促
進
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
搬
出
先
に
お
け
る
建
設
発

生
土
の
搬
入
に
係
る
行
為
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
行
為
が
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律

第
百
九
十一

号）

第
十一
一
条
第一

項、

第
十
六
条
第一

項、

第
三
十
条
第一

項
又
は
第
三
十
五
条
第一

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は、

当
該
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と

ロ

当
該
行
為
が
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
二
十一

条
第一

項、

第一
―
十
七
条
第一

項、

第一
―
十
八
条
第一

項
又
は
第
四
十
条
第一

項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は、

当
該
届
出
が
さ
れ
て
い
る
こ
と

―――

前一
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か、

再
生
資
源
利
用
促
進
計
画
に
記
載
し
よ
う

と
す
る
搬
出
先
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
そ
の
他

の
建
設
発
生
土
の
搬
出
に
関
す
る
事
項

411

前
項
の
場
合
に
お
い
て、

元
請
建
設
工
事
事
業
者
等
は、

同
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
の
確
認
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る。

511

発
注
者
か
ら
直
接
建
設
工
事
を
請
け
負
っ
た
建
設
工
事
事
業
者
は、

再
生
資
源

利
用
促
進
計
画
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
を
含
む。

第
九
項
を
除
き

、

以
下
同
じ。
）

の
作
成
後
速
や
か
に、

発
注
者
に
当
該
再
生
資
源
利
用
促
進
計

画
を
提
出
す
る
と
と
も
に
そ
の
内
容
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る。

611

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て、

元
請
建
設
工
事
事
業
者
等
は、

建
設
発
生
土
の
運

四

指
定
副
産
物
の
種
類
ご
と
の
搬
出
先
の
針
刷
及
び
所
在
地

（
新
設）

（
新
設）

（
新
設）

四

指
定
副
産
物
の
種
類
ご
と
の
搬
出
先
の
名
称
（
搬
出
先
が
他
の
工
事
現
場
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は、

建
設
工
事
の
名
称）

及
び
所
在
地

五
ー
七

（
略）

（
新
設）
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〗
＾ 
略ヽ

〗
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略ヽ

1111911 811 
存の ・ ン面記画 行 る

す記元1<ii夕に録を 冗つ 事
る録請 l表し公請者項
もに建＾ネ示た衆建にの

のつ設略 ッす電 の設通確
といエ ー トる磁見工知認
すて事
る ‘ 事

゜ 当業
該者
建等
設は
工 ヽ

事再
の生
完 資
成 源

の 方的や事すの

利法記す事る結
用に録い業も果
によを場者のに
より公| 所等と係
り公衆にはする
公衆の 罪 ‘ るも
表の見 工 ゜

の

す閲や ‘ 事 に
る覧す又現 限
よにいは場 る

内
容
＾ 
第

項
第

万ロ

及
び
第
四

方ロ

に

停
日 利 う供場再に ゜ る

か用 努す所生お ヽ 事
ら促 めるに資い を項
五 進 るも備淵て 当 並
年 計 もの え利 ヽ 該び
を画 のと置用再 指 に
経 及 とすく促生 定 第
過 び する出進資 副

すそ ると力計源 産 項
るの ゜ と装画利 物 各
日 実 も置の用 の だロ

ま 施 にの内促 運 に
で 状

‘ 映容進 搬 胃保況 イ像を計 を
711 511 411 

の ・ ネ示記す
記元 611 ッす録い元
録請 卜るを場請
に建＾の 方当所建
つ設略利法該に設
いエ ―’

用にエ掲エ
て事 によ事げ事

‘ 事 より現 ‘ 事
当業 り公場又業
該者 公衆のは者
建等 表の見再等
設は す閲や生は
工 ヽ る覧す資 ‘

事再 よにい源再
の生 う供場利生
完 資 努す所用資
成 源 めるに促源
後 利 るも備進利
五 用 もの え計用
年 促 のと置画促
間 進 とすくの進
保計 する出内計
存画 ると力容画

す及 ゜ と装をを
るび も置記エ
もそ にの録事
のの

‘ 映し現
と実 イ像た場
す施 ン面電 の

る状 タに磁見
゜ 況 l表的や

- 6 -

711 
すか請生に 項搬
るにけ資掲元各を
建 報 負源げ請号行

圭H又几 告 つ利る建にう
工した用事 圭n几 罪 者
事 ヽ 建促項工 に
を第設進の事る対
施 工計確事事し
工項事画認業項 ‘

す第事をの者の第
る 業変結等確-=

プ 万ロ 者更果は認項
請ににすに ‘

の第
建該 あ るつ第結三

圭H又几 当 つもい二 果号
工すてのて項を及
事るはと変各通び
事 指 そ し更号知第
業 定 の

‘ がにす四
者 副 変 発生掲る号
等 産 更 注じげもに
に 物 の者たるの掲
あ を内かと事とげ
つ工容 らき項する

て事を 直は又る事
は現 発 接 ‘ は ° I/百

‘‘ 

そ 場 注建速第 並
のか者設や三 び
変 らにエか項 に
更搬 速事に各 第
の出やを再号

311 
容 注じ
を者た元
発かと請
注 らき建

者 直は設
に 接 ‘ エ
速建速事
や設や事
かエか業
に事に者
報 を再等
告 請生は

すけ資 ‘

る負源前
も つ利項
のた用各
と建促号
す設進に
るエ計掲

゜ 事画げ
事をる
業変事
者更項
はすに

‘ るつ
そ もい
ののて
変と変
更し更
の

‘ が
内 発生



す
る
も
の

を

掲
げ
て
い

な
い

も
の

は
、

第
二

条

の
一

部
改
正
）

こ

れ
を
加
え
る
。

（
以
下
こ
の

条
に
お
い

て

「
対
象
規
定
」

と
い

う
。
）

は
、

改
正

前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規

の
一

部
を

次
の

よ

う
に

改
正

す
る
。

（
建
設
業
に

属
す
る
事
業
を
行
う
者
の

再
生

資
源
の

利
用
に

関
す
る

判
断
の

基
準
と
な
る
べ

き
事
項
を
定
め
る

省
令

建
設
業
に

属
す
る
事
業
を
行
う
者
の

再
生

資
源
の

利
用
に

関
す
る

判
断
の

基
準
と
な
る
べ

き
事
項
を
定
め
る

省
令
（
平
成
三

年
建
設
省
令
第
十
九

号
）

次
の

表
に
よ
り
、

改
正

前
欄
に

掲
げ
る

規
定
の

傍
線
を
付
し
た

部
分
を
こ

れ
に

順
次
対
応
す
る

改
正

後
欄
に

掲
げ

る

規
定
の

傍
線
を
付
し
た

部
分
の

よ

う
に

改
め
、

改
正

前
欄
及
び

改
正

後
欄
に

対
応
し
て

掲
げ
る
そ
の

標
記
部
分
に

二

重
傍
線
を
付
し
た

規
定

定
を
改
正

後
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て

移
動
し
、

改
正

後
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
で

改
正

前
欄
に
こ

れ
に

対
応

- 7 -



（
再
生
資
源
利
用
計
画
の
作
成
等）

第
九
条

（
略）

第
七
条•
第
八
条

3
 

（
略）

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊
の
利
用）

第
六
条

（
略）

2

（
略）

第
四
条
第
二
項
の
規
定
は、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊
の
利
用
に
つ
い
て
準
用
す
る。

別
叫
紺

元
請
建
設
工
事
事
業
者
等
は、
建
設
発
生
土
を
第
九
条
第一
項
の
規
定
に

よ
り
作
成
し
た
再
生
資
源
利
用
計
画
に
記
載
し
た
搬
入
元
か
ら
搬
入
し
た
と
き
は

、
速
や
か
に、
当
該
搬
入
元
の
管
理
者
（
当
該
搬
入
元
が
工
事
現
場
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は、
当
該
工
事
現
場
に
係
る
元
請
建
設
工
事
事
業
者
等）
に
対
し、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
受
領
書
（
当
該
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電

子
的
方
式、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
を
い
う。
第
九
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ。
）
を
含
む。
）
を
交

付
す
る
も
の
と
す
る。

一

建
設
発
生
土
を
搬
入
し
た
建
設
工
事
の
名
称
及
び
所
在
地

――

建
設
発
生
土
を
搬
入
し
た
建
設
工
事
に
係
る
元
請
建
設
工
事
事
業
者
等
の
商

号、
名
称
又
は
氏
名

―――

建
設
発
生
土
の
搬
入
元
の
名
称
（
搬
入
元
が
工
事
現
場
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は、
建
設
工
事
の
名
称。
第
九
条
第
二
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ。
）
及
び

所
在
地

四

建
設
発
生
土
の
搬
入
量

五

建
設
発
生
土
の
搬
入
が
完
了
し
た
日

改

正

後

（
再
生
資
淵
利
用
計
画
の
作
成
等）

第
八
条

（
略）

第
六
条•
第
七
条

（
略）

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊
の
利
用）

周

（
略）

2

（
略）

訓
知
第一一
項
の
規
定
は、

3
 

（
新
設）

コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊
の
利
用
に
つ
い
て
準
用
す
る。

改

正

- 8 -



第
十
条

（
略）

3

（
略）

4

元
請
建
設
工
事
事
業
者
等
は、

工
事
現
場
に
お
い
て、

再
生
資
源
利
用
計
画
を

斜
刻
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
げ、

又
は
再
生
資
源
利
用
計
画
の
内
容
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
を
凶
剌
の
見
や
す
い
場
所
に
備
え
置
く
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示

す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に、

イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る。

5
S
7

（
略） （

略）

2

再
生
資
源
利
用
計
画
に
は、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る。

（
略）

―
―

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
工
事
現
場
に
置
く
責
任
者
の
氏
名

――-
•

四

（
略）

五

再
生
資
源
の
種
類
ご
と
の
搬
入
元
の
針
刷
及
び
所
在
地

第
九
条

（
略）

2

再
生
資
源
利
用
計
画
に
は、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る。

（
略）

二

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
工
事
現
場
に
置
く
責
任
者
の
氏
名

――-
•

四

（
略）

五

再
生
資
源
の
種
類
ご
と
の
搬
入
元
の
名
称
（
搬
入
元
が
他
の
工
事
現
場
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は、

建
設
工
事
の
名
称）

及
び
所
在
地

六
S
八

（
略）

3

（
略）

4

元
請
建
設
工
事
事
業
者
等
は、

再
生
資
源
利
用
計
画
を
工
事
現
場
の
見
や
す
い

場
所
に
掲
げ、

又
は
再
生
資
源
利
用
計
画
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
�

該
工
事
現
場
の
見
や
す
い
場
所
に
備
え
置
く
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方

法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
に
よ
り
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る。

5
S
7

（
略）
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事
事
業
者
に
つ
い

て

は
、

な
お

従
前
の

例
に
よ

る
。

準
と
な
る
べ

き
事
項
を
定
め
る

省
令
の

規
定
は
、

こ
の

省
令
の

施
行
の

日

以
後
に

新
た
に

請
負
契
約
を
締
結
す
る
建

用
の

促
進
に

関
す
る

判
断
の

基

準
と
な
る
べ

き
事
項
を
定
め
る

省
令
の

規
定
（
第
六

条
第
三

項
の

規
定
を

除
く
。
）

第
二

条

第
一

条
（
施
行
期
日
）

こ
の

省
令
は
、

令
和
五

年
五

月
二

十
六

日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、

第
一

条
の

規
定
に
よ

る

改
正

後
の

建

設
業
に

属
す
る

事
業
を

行
う
者
の

指
定
副
産
物
に

係
る
再
生

資
源
の

利
用
の

促
進
に

関
す
る

判
断
の

基

準
と
な
る
べ

き
事
項
を
定
め
る

省
令
第
六

条
第
三

項
の

規
定
は
、

令
和
六

年
六

月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過

措
置）

第
一

条
の

規
定
に
よ
る

改
正

後
の

建

設
業
に

属
す
る

事
業
を

行
う
者
の

指
定
副
産
物
に

係
る
再
生

資
源
の

利

及
び

第
二

条
の

規
定
に
よ
る

改
正

後
の

建

設
業
に

属
す
る

事
業
を

行
う
者
の

再
生

資
源
の

利
用
に

関
す
る

判
断
の

基

設
工

事
に

係
る
建

設
工

事
事
業
者
に
つ
い

て

適
用
し
、

同
日

前
に

請
負
契
約
を
締
結
し
た
建

設
工

事
に

係
る
建

設
工

第
一

条
の

規
定
に
よ
る

改
正

後
の

建

設
業
に

属
す
る

事
業
を

行
う
者
の

指
定
副
産
物
に

係
る
再
生

資
源
の

利
用
の

促
進
に

関
す
る

判
断
の

基

準
と
な
る
べ

き
事
項
を
定
め
る

省
令
第
六

条
第
三

項
の

規
定
は
、

前
条
た
だ
し

書
に

規
定

す
る

規
定
の

施
行
の

日

以
後
に

新
た
に

請
負
契
約
を
締
結
す
る
建

設
工

事
に

係
る
建

設
工

事
事
業
者
に
つ
い

て

適
用

し
、

同
日
前
に

請
負
契
約
を
締
結
し
た
建

設
工

事
に

係
る
建

設
工

事
事
業
者
に
つ
い

て

は
、

な
お

従
前
の

例
に
よ

る

附

則
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゜

- 11 -


	②別紙1～6_Part10
	②別紙1～6_Part11
	②別紙1～6_Part12
	②別紙1～6_Part13
	②別紙1～6_Part14
	②別紙1～6_Part15
	②別紙1～6_Part16
	②別紙1～6_Part17
	②別紙1～6_Part18
	②別紙1～6_Part19
	②別紙1～6_Part20

